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1．ものづくり白書について

「白書」とは，国の各省庁が施策や社会の実
態などを国民に周知するための政府報告書であ
る（イギリス政府が議会に提出する報告書の表
紙が白い紙を用いていたので「White Paper」
と呼ばれていたことから。また，外務省が発行
するものは「外交青書」と呼ばれる）。「ものづ
くり白書」は，「ものづくり基盤技術振興基本
法」（議員立法，平成 11 年成立・施行）の第８
条により，毎年，国会に報告するよう定められ
ている法定白書である。ものづくり基盤技術の
振興に関して前年度に講じた各種の施策を，関
係する経済産業省・厚生労働省・文部科学省の
３省で共同執筆する年次報告書である。正式な
名称は「令和元年度ものづくり基盤技術の振興
施策」であり，本年で 20 回目の報告となる。
なお，政府が発行する白書は約 50 種類ある。
2020 年版ものづくり白書は，「不確実性の時
代における製造業の企業変革力」をテーマに以
下のような内容構成となっている。

2020 年度版ものづくり白書

足利大学教職課程センター長教授　池守　滋

本稿では，白書の中からものづくり産業に関
するメッセージと新型コロナウイルス対策，Ａ
Ｉ時代を担う人材育成に関わる部分について述
べる。詳細については，経済産業省 HP（https://

www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/ 2020 /

index.html）を参照いただきたい。

2．白書からのメッセージ

2019 年から 2020 年にかけて，米中貿易摩擦
に代表される保護主義的な動きの台頭，地政学
的リスクの高まり，急激な気候変動や自然災害，
非連続な技術革新，さらに 2020 年１月以降の
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等によ
り，我が国製造業を取り巻く環境は，かつてな
い規模と速度で急変しつつあり，かつ極めて厳
しいものとなっている。この環境変化の「不確
実性」こそが，我が国製造業にとって大きな課
題となっている。
今回のものづくり白書は，我が国製造業が，
この不確実性の時代において取るべき戦略につ
いて，以下のとおり提起している。
①　企業変革力（ダイナミック・ケイパビリ
ティ）強化の必要
環境や状況が予測困難なほど激しく変化する
中では，企業には，その変化に対応するために
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自己を変革していく能力が最も重要なものとな
る。そのような能力を，「企業変革力（ダイナ
ミック・ケイパビリティ）」という。今回のも
のづくり白書の主たるメッセージの一つは，不
確実性の時代における我が国製造業の戦略は，
この「企業変革力」の強化にあるということで
ある。特に，新型コロナウイルス感染症の感染
拡大によって顕在化したサプライチェーンの脆
弱性については，柔軟性や多様性等の観点から，
サプライチェーンを再構築し，企業変革力を高
めることを提唱している。
②　企業変革力を強化するデジタルトランス
フォーメーション推進の必要

IoTや AIといったデジタル技術は，生産性
の向上や安定稼働，品質の確保など，製造業に
様々な恩恵を与える。今回のものづくり白書で
は，デジタル技術が企業変革力を高める上での
強力な武器であるという点を最大限に強調して
いる。
特に，新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を受けて，臨時休校や医療現場での感染予防の
観点から，遠隔教育や遠隔医療など，リモート
化の取組を求めるニーズが高まっており，我が
国のデジタルトランスフォーメーションの必要
性が加速している。このような取組によって，
将来の感染症に対して強靱な経済構造を構築
し，中長期的に持続的な成長軌道を確実なもの
とする必要がある。
このように，単に新しいデジタル技術を導入

するというのではなく，それを企業変革力の強
化に結びつけられる企業が，この不確実性の時
代における競争で優位なポジションを得ること
ができる。しかし，今回の白書の分析では，我
が国製造業は，ＩＴ投資目的の消極性，データ
の収集・活用の停滞，老朽化した基幹系システ
ムの存在といった課題を抱えていることを明ら
かにしている。

③　設計力強化の必要
急激な環境や状況の変化に迅速に対応する上
では，製品の設計・開発のリードタイムを可能
な限り短縮することが必要となる。また，製品
の品質・コストの８割は設計段階で決まり，工
程が進むにしたがって，仕様変更の柔軟性は低
下する。それゆえ，迅速で柔軟な対応を可能に
する企業変革力を強化する上では，設計力を高
めることが重要である。
これまで，我が国製造業の強みは，製造現場
の熟練技能（いわゆる「匠の技」）にあるとさ
れてきた。しかし，2019 年ものづくり白書でも
指摘したように，「匠の技」を支えてきた人材
の高齢化等により，製造技能の継承が問題とな
るなど，現場の熟練技能に依存することの限界
が見えつつある。一方で，近年，不確実性の高
まりや製品の複雑化により，設計部門への負荷
が著しく増大している。このようなことから，
我が国製造業は，設計力を強化する必要に迫ら
れているといえる。この設計力を高める上では，
部門間や企業間を横断する連携が不可欠であ
り，また，バーチャルエンジニアリング等，デ
ジタル技術の活用が大きな力を発揮する。
ところが，我が国製造業の設計力は，近年の
不確実性の高まりにもかかわらず，あまり向上
していないといわれている。また，3 DCADに
よる設計が十分に進んでおらず，協力企業への
設計指示を図面で行っている企業が過半を占め
ている実体が，今回の調査で明らかとなった。
不確実性の時代において，設計のデジタル化
が遅れていることは，我が国製造業のアキレス
腱となりかねない。デジタル化による設計力の
強化が急務である。
④　人材強化の必要
我が国製造業のデジタル化を進める場合にボ
トルネックとなるのは，人材の質的不足である。
白書では，製造業のデジタル化に必要な人材の
能力として，システム思考と数理の能力を特定



9

している。
さらに，デジタル化に必要な人材の確保と育

成の方策について，労働政策の観点からは，デ
ジタル技術革新に対応できる労働者の確保・育
成を行い，付加価値の創出による個々人の労働
生産性をより高めることが重要である。
また，教育の観点からは，ものづくりの基盤

となる実践的・体験的な教育・学習活動を一層
充実させるとともに，「数理・データサイエン
ス・AI」のリテラシー教育を進めるなど今後の
デジタル社会において必要な力を全ての国民に
対して育んでいくことが重要である。

3．新型コロナウイルス感染症への対応が
もたらすものづくりの変革

世界各国では，新型コロナウイルスの感染拡
大に伴い，休業や生産の減少に伴う人員調整や
経営の悪化に伴う労働者の解雇が生じている。
また，感染拡大防止のための外出規制等の措置
を受けて，多くの企業で，在宅勤務・テレワー
ク，時差通勤，テレビ会議，オンライン研修の
実施など，従来の慣行から脱却した「働き方」
を模索し，変革に向けた様々なチャレンジが続
けられている。
ものづくり企業においても，グローバルサプ

ライチェーンの寸断を受けての国内回帰や感染
拡大から生まれた新たなニーズに対応するため
の事業モデルの転換などが試みられている。ま
た，職場における人の接触・密集の回避等の感
染予防策と両立しうる事業継続・操業再開の在
り方も模索されている。
感染症の影響により，経済社会環境は大きく

変容し，ものづくりのありようにも大きな変革
が求められる。危機終息後に向けたものづくり
の仕組みや流れの再構築とデジタル化やリモー
ト化の加速等の萌芽も見られる。ウイルスの感
染拡大がつきつける課題にどのように向き合
い，いかにして乗り越えるかが今後のものづく

り産業の鍵となる。
不確実性の高まる環境下において，危機を乗
り越え，我が国の経済成長を支える原動力は
「人」である。今後，人口減少や高齢化が進む
中で，日本の経済が成長していくためには，女
性，高齢者など，多様な人材が就労に参加し，
その能力を発揮して活躍できるようにするとと
もに，グローバル化の流れの中で，外国人労働
力も活用しつつも，国内人材の確保と育成に取
り組む必要がある。
新型コロナウイルス感染症拡大など不確実性
が高まっている世界においては，第４次産業革
命（IoT，ビッグデータ，AI等）の進展に対応
したデジタル化が不可欠であり，技術革新に対
応できる労働者の確保・育成や，希望する全て
の労働者が職業能力開発機会を得られるような
環境整備を行い，個々の労働者の労働生産性を
より高めていくことが重要となる。また，「新
しい生活様式」の下，感染防止のために人の接
触，密集を避けつつ，事業を継続するためには，
デジタル技術の活用による遠隔コミュニケーシ
ョンの実現や作業の自動化等が有用であると考
えられる。
デジタル技術の進展は，労働市場にも大きな
影響を及ぼす。ルーティンワークなどにデジタ
ルツールを利活用することで，人は人にしか出
来ない付加価値の高い業務に移行することが可
能となる。劇的なイノベーションや若年世代の
急減が見込まれる中，国民一人一人の能力発揮
を促すためには，社会全体で人的資本投資を加
速し，高スキル職に就ける構造を作り上げ，AI

では代替できない創造性，デザイン性などの能
力やスキルを具備する人材を育てる必要があ
る。「組織」と「人」の変革が付加価値の創出
と労働生産性向上の鍵となる。

4．AI 時代を担う人材育成基盤の構築

（１）　AI人材育成の方向性
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近年，人工知能技術は，加速度的に発展して
おり，世界の至る所でその応用が進むことによ
り，広範な産業領域や社会インフラなどに大き
な影響を与えているが，我が国は，現在，人工
知能技術に関しては，必ずしも十分な競争力を
有する状態にあるとは言い難い。
一方，我が国は，Society 5.0の実現を目指し，
世界規模の課題（SDGs）の解決に貢献すると
ともに，我が国自身が直面する高齢化，人口減
少，インフラの老朽化などの社会課題を他国に
先駆けて解決し，産業競争力の向上を目指して
いく必要がある。これらの課題は，人工知能を
はじめとしたテクノロジーのみで解決できる問
題ではなく，テクノロジーと社会の仕組みを連
動して変革し，「多様性を内包した持続可能な
社会」を実現することが必要である。
このような社会の実現を目標として，「AI戦

略 2019」（2019 年６月統合イノベーション戦略
推進会議決定）においては，AI時代を担う人
材育成の重要性を強調している。AIをきっか
けとする社会の大転換が進む中で，今後は，AI

を作り，活かすことにより，新たな社会の在り
方や新しい社会にふさわしい製品・サービスを
デザインし，新たな価値を生み出すことができ
る人材が求められており，今後の社会や産業の
活力を決定付ける最大の要因の一つであると指
摘している。
このように，人材の育成・確保は，緊急的課

題であるとともに，初等中等教育から高等教育，
リカレント教育，生涯学習を通じた長期的課題
である。特に，「数理・データサイエンス・
AI」に関する知識・技能と，人文社会芸術系の
教養をもとに，新しい社会の在り方や製品・サ
ービスをデザインする能力の育成が重要であ
る。持続可能な社会の創り手として必要な力を
全ての国民が育み，社会のあらゆる分野で人材
が活躍することを目指し，これまでの教育方法
の改善や，STEAM教育などの新たな手法の導

入・強化，さらには，実社会の課題解決的な学
習を教科横断的に行うことが不可欠となる。
具体的には，全ての人に共通して求められる
力として，文章や情報を正確に読み解き対話す
る力，科学的に思考・吟味し活用する力，価値
を見つけ生み出す感性と力，好奇心・探求力が
必要となる。また，新たな社会を牽引する人材
として，技術革新や価値創造の源となる飛躍知
を発見・創造する人材，技術革新と社会課題を
つなげ，プラットフォームを創造する人材，様々
な分野において AIやデータの力を最大限活用
し展開できる人材が求められるようになること
が考えられる。そのため，今後の教育の方向性
として，「公正に個別最適化された学び」を実
現する多様な学習の機会と場の提供，基礎的読
解力，数学的思考力などの基盤的な学力や情報
活用能力の習得，文理分断から脱却するための
方策などについて取り組んでいくことが必要で
ある。また，数理・データサイエンス・AIの
リテラシーレベルや応用基礎レベルの能力の習
得，高い能力を発揮しイノベーションを創出す
ることのできる環境整備などが重要である。
（２）　初等中等教育段階における新たな社会を

創造していくために必要な力の育成
「AI戦略 2019」においては，「数理・データ
サイエンス・AI」に関する知識・技能や，新た
な社会の在り方や製品・サービスをデザインす
るために必要な基礎力などを，デジタル社会に
おける基礎知識（いわゆる「読み・書き・そろ
ばん」的な素養）と位置付けている。このため，
これらを誰もが身に付けることができるようリ
テラシー教育を進めていくこととしており，全
ての高等学校卒業生が，「数理・データサイエ
ンス・AI」に関する基礎的なリテラシーを習得
し，新たな社会の在り方や製品・サービスのデ
ザインなどに向けた問題発見・解決学習の体験
などを通じた創造性を涵養することを目標とし
ている。
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情報活用能力の育成については，2020 年４月
から順次実施されている新学習指導要領におい
て，言語能力などと同様に「学習の基盤となる
資質・能力」と位置付けられ，各学校における
カリキュラム・マネジメントを通じて，教育課
程全体で育成するものとなった。特に，プログ
ラミング教育については，小学校において必修
となるなど小・中・高等学校の全ての学校段階
を通じてプログラミング教育を実施することと
しており，円滑な実施のために，プログラミン
グ教育に関する有益な情報提供などを行うこと
としている。
理数素養の習得については，現行の学習指導

要領においても，小・中・高等学校を通じて算
数・数学の中で統計的な内容について指導がな
されているところであるが，2020 年４月から順
次実施されている新学習指導要領においては，
小学校算数において「データの活用」の領域を
新設し，小・中・高等学校の各学校段階におい
て内容を新たに加えるなど，統計教育の更なる
充実を図っている。また，大学などにおける数
理・データサイエンス教育との接続を念頭に，
確率・統計・線形代数などの基盤となる知識を
高等学校段階で修得するための教材作成を進め
ている。
しかし，学校における ICT環境整備は，全

国的に整備が進んでおらず，自治体間の格差も
大きい。このような状況を打開すべく，令和の
学校のスタンダードとして「GIGAスクール構
想の実現」として高速大容量の通信ネットワー
クと，義務教育段階の児童生徒１人一台端末の
一体的な整備を文部科学省において進めてい
く。今後さらに GIGAスクール構想の実現によ
り遠隔教育の推進など，教育の情報化を進めて
いく。
また，教員の ICT活用指導力の向上に向けて，

文部科学省において，教科などの指導における
ICTの活用について記載した「教育の情報化に

関する手引」を作成・公表するとともに，教職
員支援機構において「学校教育の情報化指導者
養成研修」を実施している。また，各教科など
の ICTの効果的な実践事例などの作成を進め
ることにより，今後とも教員の ICT活用指導
力の向上を図ることとしている。併せて，情報
活用能力の育成については，特に新設された高
等学校情報科に対応した担当教員の指導力向上
を推進するため，都道府県などの研修や担当教
員が個人で活用できる教員研修用教材を作成・
公表している。
さらに，文部科学省では，「『情報科学の達人』
育成官民協働プログラム」において，民間企業・
団体の資金協力を得て，情報オリンピックなど
の科学オリンピックで優秀な成績を収めた高校
生などに国際的な研究活動の機会などを与え，
高校段階から，世界で活躍するトップレベル
IT人材の育成を図っている。

5．まとめ

今回のものづくり白書では，パンデミック，
貿易摩擦，保護主義，地政学リスク，自然災害
等の「不確実性」を克服するために，我が国製
造業が取るべき戦略を提示している。その戦略
とは，環境や状況の急変に対応する「企業変革
力」，特に設計力について，デジタル技術を徹
底的に活用することによって強化することとし
ている。このような国家戦略の下，今後，経済
産業省・厚生労働省・文部科学省が一体となっ
て，関連する政策を実施していくこととなる。
次代の我が国のものづくり産業を支える人材を
育成する工業高校としてもこのような国家戦略
を理解し，対応していかなくてはならない。
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